
 

 

 

農業簿記の基礎を確認してみよう (2) 

１ 会計期間 

 １営業期間または１会計年度 

ア 個人 暦年（１月～１２月） 

イ 法人 その組織の定めた期間 

２ 貸借対照表 

○要素：「資産」「負債」「資本」 

 

 

 

 

○資産＝資本＋負債 

○目的：期首・期末時点の財産の状態

を明らかにする。 

○当期純利益の表示：資本金の下に記

入して、左側と右側の合計金

額を一致させる。 

○次期の期首の資本金 

＝期末の資本金＋純利益  

○農地の評価について 

 国税庁 HP ⇒⇒  

 

 

 

 

 

 

※前年の評価方法を踏襲しましょう

（継続性） 

３ 損益計算書 

○要素：「費用」「収益」「純利益

（損失）」 

 

 

 

 

○収益－費用＝(純)利益（損失） 

○目的：会計期間中の利益を明らかに

する。 

○当期純利益の表示：費用の下に記入

して左側と右側の合計を一致

させる。 

 

 

 

 

４  記帳と帳簿の保存について 

国税庁の HP を確認してみましょう。 
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事業所得、不動産所得又は山林所得

を生ずべき業務を行う全ての方は、記

帳と帳簿等の保存が必要です。 

※所得税及び復興特別所得税の申告が

必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制

度の対象となります。 

☆「記帳の仕方、決算書・申告書の作

成について」（国税庁 HP）はこちら 

⇒⇒ 

 

 

☆「帳簿の記帳のしかた－農業所得者

用－03.5」（税務署）（令和３年度税

制改正対応）はこちら  

⇒⇒ 

 

５  帳簿書類の保存制度 

○対象者 

事業所得、不動産所得又は山林所得

を生ずべき業務を行う全ての方が対象

になります。 

 ※  所得税及び復興特別所得税の申

告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保

存制度の対象となります。 

○記帳する内容 

売上げなどの収入金額、仕入れや経

費に関する事項について、取引の年月

日、売上先・仕入先その他の相手方の

名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・

経費の金額等を帳簿に記載します。 

 記帳に当たっては、一つ一つの取引

ごとではなく日々の合計金額をまとめ

て記載するなど、簡易な方法で記載し

てもよいことになっています。 

○帳簿等の保存 

 収入金額や必要経費を記載した帳簿

のほか、取引に伴って作成した帳簿や

受け取った請求書・領収書などの書類

を納税者の住所地や事業所などの所在

地に整理して保存する必要がありま

す。 

☆記帳・帳簿等の保存

制度（国税庁 HP）につ

いてはこちら⇒⇒ 

 

６  仕訳のポイント 

（１）スムーズに仕分けするために 

○勘定科目や勘定科目毎の資材、取

引先の一覧表を作っておくと便利

です。 

（２）仕訳のコツ 

 現金と預金は「増えたら左(借方)、

「減ったら右（貸方）」、反対側に置

く勘定科目を探す。 

 

 

 

出典：「「わかる」から「でき

る」へ複式農業簿記 実践

テキスト」 
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